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当連盟は、2015年4月27日に、『マイナンバー制度を活
用した世界最高水準のＩＴ国家の実現について』を提言

その後の国内外の関連諸制度の流れなどをＰＴとして
フォローアップ

その結果を踏まえ、上記の提言を見直し、今回、マイナ
ンバー制度の活用とデジタルガバメントの改革に関する
総括的な提言を発出。今後も必要に応じて、個別分野
について提言していく。
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１．世界の潮流
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エストニアの事例①

2007年モバイルID導入

2002年 15歳以上は
電子ＩＤカード所有義務付け

2000年 デジタル署名法

 「国民ＩＤ制度」と「X-Road」と呼ばれる情報連携基盤で組成

(出典)エストニア政府のe-エストニア関係資料より、制度の歴史部分を抜粋等
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エストニアの事例② 効果と学び

 2017年には、国内900以上の機関が、1500種類にもおよぶ電子公共サービス
を提供。2016年の1年間には5億7000万件以上の照会が処理されており、1年
間で「820年分」の労働時間削減効果があったとエストニア政府は報告

効果

 電子署名の活用による行政手続きのコスト削減効果は、ＧＤＰの2%相当

 98％の企業がオンライン登記。最速18分で登記完了

 電子納税で企業コストは、従業員1名あたり7ユーロ削減

学び

 民間利活用なくして経済効果なし

 日常生活で一定の利用頻度が高いキラーアプリの必要性

 単なる手続きの電子化にとどまらず利用者メリットの訴求(還付、補助金等の
支給業務の効率化など)

 スマホ対応、ワンストップ



【参考】エストニアとの比較
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デジタルガバメント３原則の進捗と、支えとなる基盤・体制等で評価

エストニア 日本 残された主な課題

①デジタル
ファースト

● 各種申請・納税から投票まで、
多くの手続き電子化されてい
る

● BPR前提の見直しを進める原
則が打ち出された

● 具体的な見直しは進行中

● 行政手続きの100％デジタル

化に向けた所要の法制の整
備

②ワンスオ
ンリー

● XROADで政府機関同士や銀

行まで含め接続されており、
データ共有される

● 同じデータを異なる役所で管
理することの禁止

● 添付書類撤廃の号令

● 国民向けはマイナポータルを
ハブに一部検討が進む

● 法人向けは進捗なし

● 国民向けだけでなく、法人番
号を活用した法人向け手続き
のバックオフィス連携

③コネクテッ
ド・ワンス
トップ

● 国民・法人・公務員向けにそ
れぞれポータルがある

● インターネットバンキングとの
認証連携

● 国民向けは、マイナポータル
が出来た

● 法人向けはシステムが乱立し
たまま

● 法人インフォメーションを法人
ポータルとして強化することを
明確化

● 公金収納まで含めた全プロセ
スのデジタル完結化

共通基盤 ● eID、XROAD等の基盤が先行
して整備されている

● データ標準化は進捗

● マイナンバーカードの普及は
交付枚数ベースでまだ10.8％

● カード普及の更なる方策
● 法人認証

組織・体制 ● RISO（国家情報システム局）
/RIA（エストニア情報センタ）

のレビューが実施され、必要
な標準化・相互運用性が担保
される体制

● 標準化ガイドラインや中長期
計画策定による統制は進ん
でいる

● 各府省の中長期計画の書き
ぶりを統一フォーマット化等に
よって統制

● 政府CIOの権限をより強化
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シンガポール スマート・ネイション・ビジョン

 2014年のスマートネイションイニシアティブに基づきトップダウン

 モバイルファーストに基づくデジタルＩＤ配布、デジタル基盤をＡＰＩ
開放

(出典)2017年3月 経産省のデジタルガバメント先進事例に関する委託調査より
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インド デジタルインディア

 国民ＩＤ(Aadhaar)を導入。生体認証(指紋と網膜スキャン)

 登録数は１２億人。

 国民ＩＤと銀行口座、携帯電話番号口座を紐づけ(ＪＡＭ三位一体
計画)

 銀行のユニーク口座数 ５億
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２．マイナンバー制度、
デジタルガバメントをめぐる
現状の評価



デジタルネイションを目指して
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 第4次産業革命時代に対応したデジタルの個人法人の認証基盤
をつくり、国家全体を効率化し利便性を圧倒的に向上させる流れ

 既にマイナンバー制度を保有している日本は、それを徹底活用し
高度化していくことが必要不可欠でありとるべき道

基本認識

基本設計

 個人関連サービス； 国民目線での利便性を優先したキラーアプ
リをマイナポータルに集約、マイナンバー制度活用した認証

 法人関連サービス； ビジネス目線で利便性の高いサービスを法
人ポータルに集約、法人番号制度活用した認証

 上記により、デジタル完結、ワンスオンリー、コネクテッド・ワンス
トップを官民連携しながらすべて実現
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３．目指すべき姿とKPI



KPI設定にあたっての参考数値・指標イメージ案
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Factor ＫＰＩ 現在値 目標値

利用状況
国民全員が容易にマイナポータ
ルにアクセスできる状況にある
か

人口に対するカード
交付枚数率10.8%

カード交付枚数の飛躍的
拡大、スマホからのアクセ

ス等により100％

①公平・公正な
社会の実現

所得の捕捉率の向上 ※１

②国民の利便性の
向上

行政手続きコスト(事業者の作業
時間) ※２

2割削減
(2019年度まで)

世界銀行のビジネス環境ランキ
ング※

24位
(2018年)

3位以内
(2020年まで)

マイナンバーを利用してアクセス
できる官民コンテンツ/サービス
数

公金収納のデジタル化対応率 100％

③行政の効率化 行政側の処理時間・コスト

※１ キャッシュレス施策の推進、公金収納のデジタル化等とあいまって大幅に向上が期待
※２ マイナンバー制度活用を含め種々の施策によるものとしてすでに政府目標になっているもの
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４．差分を埋めるための施策



①マイナンバー制度に係る国の方針の再構築
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 制度の徹底活用・高度化を国の基本戦略・成長戦略にあらため
てわかりやすく、２．で述べた『基本認識』・『基本設計』とともに位
置づけ、定量的なＫＰＩを明らかにする。

 今できていること、これからできることを定性的定量的にわかりや
すく示した工程表を更新し、内外に発信する。

 当該工程表に基づき、政府トップレベルで施策を推進、評価を実
施。



②マイナンバー制度へのアクセス容易性の向上
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 スマホのＳＩＭカードへの電子証明書搭載等によるスマホアクセス
の早期実現と所要の法制度対応

モバイルファーストへの対応

 健康保険証、診察券、お薬手帳との一体化

 運転免許証との一体化

機能性の拡大

マイナポータルのＳＮＳ機能の拡充

 マイナポータルのＡＰＩ機能開放の拡充(次頁参照)



マイナポータルの登録については、「サイト」よりも「SNSのAPI」を国民が選ん

だため、６倍の登録者がいる。
現在のAPIはサイトに比べて一部の機能が制限されているが、ほぼ同様の機
能を持たせるステップ２へ早期に移行し利便性を向上させるべき。

【参考】マイナポータルのSNS機能充実

マイナポータル

「サイト」登録者 4000人
マイナポータル

「SNSのAPI」登録者 26000人



③マイナポータルを活用したキラーコンテンツの充実その１
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税務手続き

ＰＨＲ・オンライン医療の実現

 マイナポータルの自己情報表示機能を活用して、レセプト情報等
を見れるようにすることをスケジュールに落とし実行する

 マイナポータルで確定申告・年末調整に必要な情報を一元的に
確認し活用する仕組みの早急な構築(ワンストップ行政の実現)

 ＡＰＩを活用した税務手続きのＢＰＲ⇒年末調整事務の大幅軽減
(源泉徴収票や給与支払報告書の提出不要化)の検討

 レシート等税務証憑のデジタル化による官民での納税手続きコス
ト効率化に向けたオールジャパン体制の構築



【参考】政府における税務手続きの電子化のスケジュール
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将来的
課題でい
いのか

(出典)2017年11月 税制調査会第16回資料より抜粋



③マイナポータルを活用したキラーコンテンツの充実その２

20

 カードやスマホを活用してどこからでも投票できる制度の検討

ネット投票

官民ワンストップサービスの創出

 行政機関の手続き、民間(個人及び企業)の手続きを含めた手続
き(住所変更など)の一括処理(ワンストップ化)について具体的な
プロジェクト化の枠組みを構築
(民間からの提案制度の設定、官民ワークショップの開催など)

 給付付き税額控除等での活用の検討
 還付、補助金等の支給業務での活用の検討

公平公正な社会の実現に係るコンテンツの充実



④公的個人認証機能の利活用・高度化
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 現行予定されているスマホのＳＩＭカードへの電子証明書搭載は
利用者証明用電子証明書のみで犯罪収益移転防止法が求める
本人確認に該当しない(次頁参照)⇒署名用電子証明書等も格納
すべき

 民間利活用促進のため、公的個人認証の本人確認情報が変更
となった場合には、本人同意を前提にしてセキュリティを確保しな
がら、最新の４情報を提供してもらえる仕組みを検討
(現状は失効情報のみ提供可能)

マネロン法の本人確認対応

最新４情報の情報提供



【参考】電子証明書の利用ツール
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(出典)2017年11月 総務省主催『Society5.0を見据えた個人認証基盤のあり方懇談会』（第1回）資料より抜粋



⑤その他マイナンバー制度に係る改善施策等
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特定個人情報としての扱いに関連する見直し

 エストニアはオープンな番号。マイナンバーを一般の個人情報と
同様の取り扱いにする。

(本人同意に基づき、マイナンバー利用事務内での提供制限の解除、個人番号関係事務
実施者内における名寄せ等での活用可能化など)

マイナンバー制度の利用の努力義務化の検討

 今まで述べた施策の推進を前提として、マイナンバー制度の利
用の努力義務化の検討

その他留意事項

 名前でのフリガナ等読み方の扱い
 生年月日表示
 政府調達システムの抜本改革とマイナンバーシステムの再構築



⑥法人番号制度の活用
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法人番号制度に係る方針の再構築

 世界で一番企業が活躍しやすい国にするため、法人番号制度の
利活用が肝であることを成長戦略で改めて位置付ける必要。

法人向けのポータルの活用と官民連携

 法人番号を活用した全省庁間の情報連携基盤、法人向けの情
報集約基盤の早急な構築が必要不可欠。諸外国と同様に制度
設計には民間からのニーズ把握と連携が必要でありその枠組み
の構築と工程表の作成をすべき。



我々の考える法人ポータルのイメージ
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⑦デジタルファーストの徹底その１
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デジタル完結の視点

● 「紙から電子への切り替え」、「バックオフィス連携で提出自体の不要化」の方向性は正し

いが、更に重要な事は全プロセスがデジタルで「完結」すること

○ 90%デジタル（一箇所でもOffline・紙手続きが残っている状態）と、100%デジタルで

は全く利便性の次元が異なる

● 例えば、「決済（公金収納）」や「付随民間サービス利用（銀行口座開設等）」も、ユーザ

からみれば一つのプロセスのピースであり、デジタル化が必須

○ 例）認証→アクセス・操作→申請→終了 or 決済 or 民間サービスへの遷移

基本的な考え方

 マイナンバー制度、法人番号制度とその他の官民デジタル化を
一体的に構築する必要

 キーワードは、『官民通じた全体のデジタル完結』、『ＡＰＩ開放に
よる民間サービスとの接続』、『ＵＩ・ＵＸの重視』



⑦デジタルファーストの徹底その２
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民間ビジネス拡大と社会的課題解決のためのデータ基盤整備

 行政側のＡＰＩリテラシーを向上させるための支援を実施

行政ＡＰＩ連携の推進

 行政の外部連携ＡＰＩを開発者フレンドリーにする

 そのため、担当行政機関と民間事業者・有識者等による検討の
場とそこでの検討結果を進捗管理する枠組みを設置すべき
(検討の場では、開発現場からの要望を受け付け、具体的な改
善項目の洗い出しと実装等を実施)

 『不動産版マイナンバー』を活用した『不動産情報バンク』の整備
(次頁参照)
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(出典)2017年2月13日新経済連盟提言『不動産・新産業革命～名目GDP600兆円に向けた成長戦略』より抜粋

【参考】不動産版マイナンバーによる不動産情報バンク
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【参考】不動産版マイナンバーによる不動産情報バンク

(出典)2017年2月13日新経済連盟提言『不動産・新産業革命～名目GDP600兆円に向けた成長戦略』より抜粋



⑦デジタルファーストの徹底その３
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※昨年の成長戦略では、インターネットバンキングの利用推進のフォローアップに言及があ

るが、具体的な施策を進めるべき

政府による率先したスマート化

 政府への支払いを原則デジタル化(地方税の電子納税100％、交
通反則金の電子納付、国庫金事務の電子化推進など)

 登記、戸籍等へのブロックチェーンの活用

 公金収納デジタル対応化等による法人のインターネットバンキン
グ利用の促進※



⑦デジタルファーストの徹底その４
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 マイナンバー制度を活用した添付書類の削減のための法案だけ
でなく、『対面・書面交付・押印原則撤廃一括整備法案』が必要。
例は次頁以降

『デジタルファースト関連一括整備法案』の提出

政府ＣＩＯの権限強化

 各プロジェクトの『予算執行直接コントロール権』など政府ＣＩＯの
権限を強化し、各省庁がより確実にコミットする体制を構築する
必要。



一括整備法令による改正対象となる法令の例 （詳細）

32

対象となる法令 改正目的・内容

薬機法4条、9条の3、36条の4、36条の6 等
薬局医薬品及び要指導医薬品の対面規制の撤

廃

１．処方箋薬、薬局医薬品、要指導医薬品に係る対面規制の
削除
２．「要指導医薬品」というカテゴリーの撤廃

電子処方箋の運用ガイドライン 等 処方箋の完全電子化
・現行は患者が処方箋ＩＤが記載された『電子処方箋引換証』
の紙を薬局に持参することとなっているが、医療機関から患
者への処方箋のオンライン送信を可能にする。

会社法301条 等
株主総会の事業報告等のウェブ開示のデフォル

ト化

・株主総会招集と関係資料の提供につき、事業者側がウェブ
開示をデフォルトの事業報告等のウェブ開示制度はあるもの
の、対象は限定されている。
・世界的なペーパーレスの流れに遅れており、事業者側に多
大なコストを負担させ、株主側に十分な検討時間を与えられ
ない等の弊害がある。方法として選択できるようにする。

金融商品取引法 等
金融商品取引契約等における説明方法としての

電子書面交付のデフォルト化

・金融商品取引契約等では、法令上、説明方法として、事業
者側が電子交付をデフォルトの方法として選択できるようにす
る。

宅建業法上の解釈等
不動産取引の重要事項説明での対面原則の完

全解禁

・ITを活用した不動産取引の重要事項説明について、社会実
験の結果、賃貸は解禁されるがその他の分野についての解
禁が課題として残っている。

宅地建物取引業法34条の2、35条、37条 等
不動産取引における重要事項説明書面等の電子

化

・不動産取引における重要事項説明書面、媒介契約書面及
び37条書面について現行法令上「書面」とのみあるのを電子
署名したうえでの電磁的方法による交付も認めることとする。

借地借家法22条、38条、39条 等 借地借家契約の電子化
・借地借家方上、「書面」とのみあるのを電子署名したうえで
の電磁的方法も認めることとする。



一括整備法令による改正対象となる法令の例 （詳細）つづき
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対象となる法令 改正目的・内容

旅行業法第12条の４、第12条の５、施行令第1条 旅行業における契約内容に関する
電子書面交付のデフォルト化

・法令上、事業者側が電子交付をデフォルトの方法として選択
できるようにする。

労働者派遣法施行規則21条3項、4項
労働者派遣契約の締結における書面記載という

書面原則の撤廃

・労働者派遣契約の必要契約事項について契約当事者に対
して書面に記載させることとしていることについて、電磁的手
段でもよいこととする。

労働契約法4条、労働基準法施行規則5条、職業
安定法施行規則4条の２ 等

労働契約における労働条件の明示としての書面
交付義務の見直し

・労働契約における労働条件の明示としての書面交付義務に
ついて見直し、適宜電子署名を活用することを含めて電磁的
方法による交付を認めることとする。

労働者派遣法施行規則第26条、27条等
労働者派遣における就業条件等の通知手段の

拡大

・労働者派遣における就業条件の明示や派遣先・派遣労働
者への通知等の方法として、ID・パスワードの発行によるイン
ターネット上での情報提供や、派遣元と派遣先による共有シ
ステム上での情報共有等の手段を認める。

道路運送法、関係通達 運行管理における対面点呼原則の撤廃
・現行法令では対面で点呼を実施するのが原則になっている
が、必要ななりすまし防止対策を講じた上で、ITの利用を全面
的に認める。

公証人法第58条第1項、第62条ノ6第1項 電子定款手続のオンライン完結
・認証済の電子定款について、面前確認を見直し、公証役場
から受取人へオンラインでの送付を認める。

犯罪収益移転防止法及び政省令 ほか年齢確認
を求める法令、通達 等

本人確認のデジタル完結 ・非対面での本人確認手段・依拠方法を多様に認める。
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